平成22年度鳥取県人権意識調査　概要
人権・同和対策課
１　目　的
県民の人権に関する意識を調査することで、前回調査（平成16年度）以降に現れた意識の変化を把握するとともに、新たな人権問題に関する考え方を把握し、今後の人権施策策定の参考とする。
【 実施状況 】
	
	調査時期
	報告時期

	第1回目
	平成9年8月
	平成10年3月

	第2回目
	平成17年2月
	平成17年12月

	第3回目（今回）
	平成23年１月
	平成23年予定


２　内　容
　（１）調査対象
　　　　県内在住の20歳以上の者
（２）抽出方法
3,000人を全市町村に人口比例配分し、市町村ごとに無作為抽出
（各市町村へ住民基本台帳の閲覧請求し、県担当者がその閲覧の際に無作為に3,000名を抽出）
（３）調査方法
郵送による。また、無記名提出とする。
（４）提出期限
発送から1ヶ月以内
提出期限を過ぎても、提出されない場合は一度郵送にて督促
（５）スケジュール
裏面「人権意識調査スケジュール案」のとおり
３　調査項目
（１）項目数

40項目
（２）調査内容
前回調査（平成16年度）以降の意識変化を把握するため、基本的に前回の調査項目と同じものとするが、必要に応じて調査項目の修正・追加・削除を行う。
	【修正・追加・削除例】

○ 社会状況や制度の変化による調査項目の修正
（この場合、前回調査からの意識変化の把握は不可）

○ 新たに認識の高まった人権分野についての調査項目の追加
（例：刑を終えて出所した人の人権問題、生活困難者の人権問題）

○ 「同和問題についての県民意識調査」との統合による調査項目の追加

○ 県の他部局で実施している意識調査と重複している調査項目の削除
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